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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年１月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岩場） 

発生日時 平成２７年４月３日 ０１時３０分ごろ 

発生場所 宮崎県日南市油津
あぶらつ

港東方沖 

  裸碆
はだかばえ

灯台から真方位２６２°３００ｍ付近 

  （概位 北緯３１°３３.９′ 東経１３１°２４.８′） 

事故の概要  漁船伊勢
い せ

丸は、西北西進中、水上岩に衝突した。 

  伊勢丸は、船首部に圧壊を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年６月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船  伊勢丸、１２トン 

 ＭＺ２－３２０５（漁船登録番号）、合同会社伊勢丸 

 １１.９８ｍ（Lr）×３.７８ｍ×１.６３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５０２kＷ、平成２年１０月１１日 

  第２９４－１６４６３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 機関員 男性 ６３歳 

  一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日   昭和５０年９月２３日 

    免許証交付日 平成２２年８月２７日 

                （平成２７年１１月７日まで有効） 

  六級海技士（機関）（機関限定） 

    免 許 年 月 日 平成１０年９月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２５年８月２６日 

    免状有効期間満了日 平成３０年９月１７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気  曇り、風向  東南東、風力  １、視界  良好 

海象：海上  平穏、潮汐  上げ潮の初期 

 事故の経過   本船は、船長及び機関員が乗り組み、平成２７年４月２日１８時ご

ろ鹿児島県種子
た ね が

島東方海域において、まぐろはえ
．．

縄操業を終え、目的

地を油津港内に設定し、航法モードとした自動操舵により約８ノット
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の速力で北西進を始めた。 

  機関員は、単独で船橋当直につき、操舵室内右舷側にある寝台に座

り、レーダー及びＧＰＳプロッターと併せて目視による見張りを行っ

ていたところ、油津港南東方沖５海里（Ｍ）付近に至った頃、右舷船

首方に南進する船舶の灯火を認め、レーダー画面でも同船の映像を確

認した。 

  機関員は、レーダー画面上に１.５Ｍで設定したガードリングの警

報機能を作動させていたが、南進船が更に接近すれば、警報音が鳴っ

てうるさいと思い、同警報機能を解除するとともに手動操舵に切り替

えて右転し、南進船が左舷方約１Ｍの距離で通過した後、再度、航法

モードによる自動操舵としたところ、本船が西北西進を始めた。 

  機関員は、南進船通過前から若干の眠気を感じていたが、状況判断

は的確にできており、油津港まで３０分程度なので、眠ることはない

だろうと思い、同じ体勢で当直を継続していたところ、間もなく居眠

りに陥った。 

  機関員は、衝撃を感じて目覚め、寝台に横になって眠っていたこと

に気付き、すぐに機関を中立とし、現在位置が油津港東方沖にある

村碆
むらばえ

の南側付近であること、及び現在時刻が３日０１時３０分ごろで

あることを確認した。 

  機関員は、前部甲板の作業灯を点灯し、船首部が圧壊していること

を認め、ＧＰＳプロッターに記録された航跡を見て、感じた衝撃は、

村碆の南南東方沖に存在する水上岩に接触したことによるものと思っ

た。 

  本船は、浸水等がなく自力航行が可能だったので、油津港に入港し

て水揚げを終えた後、宮崎県門川
かどがわ

町の門川漁港に向かい、同漁港内に

ある造船所に入渠
きょ

した。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 その他の事項 本船は、油津港を基地として種子島周辺海域の漁場で１週間程度の

操業を行っていたところ、本事故当時は漁の最盛期であり、天候が悪

化しない限り、油津港で水揚げ及び燃料等の補給を行った後、入港の

当日中に出港するパターンでの連続操業を繰り返しており、機関員

は、若干の疲労を感じていた。 

本船の操業形態は、１日のうち０４時ごろから約４時間をかけて投

縄を行った後、１２時ごろから約６時間かけて揚縄を行うものであっ

た。 

機関員は、投縄を終えた後、揚縄を始めるまでの約４時間及び夜間

に休息をとることが可能であったが、その間に食事や漁具の手入れ等

を行う上、夜間漂泊中の漂流状況によっては移動のための操船を要す

るので、最長で３時間程度の仮眠を細切れにとる状況であった。 

機関員は、本船所有会社の代表者であり、実態としては、操船及び
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操業に関する責任者であると自覚していたので、船橋当直を船長に任

せる時間があったものの、大半の船橋当直を自身が担っていた。 

機関員は、ふだん、船橋当直中に眠気を感じた際、お茶を飲む、た

ばこを吸う、菓子をつまむなどの行動をとって眠気を払拭していた

が、本事故当時、それほど強い眠気とは感じていなかったので、それ

らの行動をとらなかった。 

  本船の船橋内は、上段が操舵室、下段が乗組員居住区となった２段

構造であり、操舵室の天井は低く、立って操船することができなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、油津港東方沖を西北西進中、単独で船橋当直中の機関員が

居眠りに陥ったことから、村碆の南南東方沖に存在する水上岩に衝突

したものと考えられる。 

機関員は、連続操業による疲労が蓄積した状態であり、眠気を感じ

ていたものの、自動操舵により寝台に座った体勢で長時間の単独当直

を続けたことから、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

機関員が、南進船の通過後、再度、レーダーのガードリングによる

警報機能を作動させていれば、本事故発生場所を含む水上岩等を感知

して警報が鳴って目覚め、本事故の発生を回避できた可能性があると

考えられる。 

原因   本事故は、夜間、本船が、油津港東方沖を西北西進中、単独で船橋

当直中の機関員が居眠りに陥ったため、村碆の南南東方沖に存在する

水上岩に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

  ・複数人が乗り組んでいる船舶においては、一定時間で船橋当直を

交替するとともに、当直中に眠気を感じた際は、他の乗組員を起

こして交替する、又は２人当直とすることが望ましい。 

  ・航海計器に組み込まれた警報機能は、安易に停止しないことが望

ましい。 
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付図１  事故発生経過概略図 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年４月３日  ０１時３０分ごろ発生） 

裸碆灯台 

村碆 

油津港 

宮崎県日南市 

宮崎県 

日南市 鹿児島県 
宮崎県 

種子島 


